
～協会からのメッセージ～

船は港、列車は駅、飛行機も空港という「場所」に
運ぶことはできるでしょう。しかしトラックは、「ひ
と」に届ける事ができる、唯一の存在なのです。運
ぶことと届けることは、似ているようで少しちが
う。あなたという人に届けるために困難を乗り越
えてがんばっている。それがトラックです。

トラックは、あなた。
あなたという人に届けるために

がんばっている、
それがトラックです。

●ご回覧をお願いします。

発　行／公益社団法人 鹿児島県トラック協会
　　　　鹿児島市谷山港二丁目4-15

　　　　〒891-0131

　　　　☎099-261-1167
U R L ／ http://www.kta.jp
E-mail ／ kentora@kta.jp
印　刷／渕上印刷株式会社

主　な　内　容

http://www.kta.jp
〒891-0131 鹿児島市谷山港二丁目4-15 ☎099-261-1167  E-mail / kentora@kta.jp

Kagoshima truck information

お知らせ掲示板
商法の改正に伴う標準貨物自動車運送約款

等の改正のお知らせ
標準引越運送約款の改正のお知らせ など

情報ボックス
トラック関与の交通死亡事故連続発生！
近代化基金融資公募のご案内
中小企業大学校受講促進制度のご案内 など

巻頭
（公社）鹿児島県トラック協会平成31年度事業

計画重点事項
平成31年度助成事業のご案内

TOPICS
平成30年度第4回人財・広報特別委員会
平成30年度第8回正副会長会
 など
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鹿児島県トラック協会定時社員総会のご案内

陸上貨物運送事業労働災害防止協会鹿児島県支部
通常総会のご案内

　平成 31 年度定時社員総会を下記のとおり開催いたします。
　会員事業者の皆様のご出席をお願いいたします。

　平成 31 年度通常総会を下記のとおり開催いたします。
　会員事業者の皆様のご出席をお願いいたします。

１．日　時　平成31年６月12日（水）
	 	 	 13時30分　開会
２．場　所　鹿児島サンロイヤルホテル　太陽の間
	 	 	  鹿児島市与次郎１－８－10
	 	 	  TEL：099-253-2020

1．日　時 　平成31年6月12日（水）

2．場　所　 鹿児島サンロイヤルホテル
	 	 	  鹿児島市与次郎1－8－10
	 	 	  TEL：099-253-2020

※正式な案内文書は後日送付いたしますので、多数のご出席をお願いします。

※正式な案内文書は後日送付いたしますので、多数のご出席をお願いします。
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（公社）鹿児島県トラック協会
平成31年度事業計画重点事項

1．公益目的事業　140,944千円
（1）活動支援事業　3,545千円
○各支部及び各専門部会の定例会において経済状況の変化、情報の共有化、行政からの通達事項の周知、
事業者間の情報交換を実施する。
○（公社）全日本トラック協会が主催する全国の事業者が集う「全国トラック運送事業者大会」の分科会、
セミナーへ当協会会員事業者が参加することで、全国の貨物自動車運送事業者が抱えている問題や実
態を把握し、当協会の各支部及び各専門部会において鹿児島県での問題点を含めた対策を協議する。

（2）地方適正化事業　4,084千円
○巡回指導で、新規事業者や特に指導を必要とする事業所を優先的に巡回し、事業者評価が厳正・公平に
なされるよう適正化事業の推進の充実に努める。
○巡回パトロールを通じ、輸送秩序を阻害する行為の防止対策を積極的に推進する。
○適正化事業指導員専門研修、九州・沖縄ブロック適正化指導員研修会等に参加し、指導員の資質向上に
努める。
○過積載防止対策連絡会議に参画し、10月の過積載絶滅運動の取組みについて協議するとともに、ポス
ターを作成し、会員事業者、荷主団体、行政機関に配布する。
○「貨物自動車運送事業安全性評価事業（Gマーク制度）」のさらなる普及・拡大に努め、本年度もステッ
カー配布とともにラッピングトラックを導入し、「走る広告塔」として広く県民に周知、広報を行う。
Gマークの取得率アップと安全意識の向上を目的とした説明会を開催するとともに、支部・部会にお
ける説明会及び事業者からの個別相談に対応する。

（3）労働・安全対策事業　48,829千円
○高齢者の事故防止を図るため、高齢者ふれあいトラック交通安全教室を実施する。
○ドライバーの安全意識や運転技能向上のための研修助成と、ドライバー育成及び技術向上のための免
許取得に要した費用の一部助成を行う。
○トラックドライバー・コンテスト鹿児島県大会を開催し、成績優秀者を全国大会へ推薦する。
○セーフティ・チャレンジ交通安全コンテストへの参加を促進し、鹿児島県の交通事故防止を図る。
○各種交通安全運動への積極的参加やポスターを作製し、会員事業者へ配布を行い、交通事故防止を図
る。また、ドライブレコーダを装着していることを表示するステッカーを作製し、配付する。
○新入学児童へ交通安全グッズを贈呈し、トラック輸送の理解と交通安全意識の啓発を図る。
○会員事業者を対象とした社会保険労務士による労務相談を無料で実施する。
○取引環境の改善及び長時間労働の抑制を実現するために設置された「トラック運送事業における取引
環境・労働時間改善鹿児島県地方協議会」に参画する。
　　また、会員及び荷主に「働き方関連法」を周知するため、国等による「長時間労働対策セミナー」を3地
区で開催する。
○（公社）全日本トラック協会が管理・運営する鹿児島トラックステーションについて、施設管理と道路
情報や気象情報の提供と運行相談などを行う。
○各種助成事業を実施する。（安全装置等，ドライブレコーダ機器，アルコール検知器，適性診断機器及び
診断料，運転記録証明，運行管理者等一般講習，突発性運転不能傷害疾患予防対策，健康増進機器等）

（4）環境・エネルギー対策事業　5,875千円
○県内の市町村と連携して次世代に繋がる植樹活動を行い、森林の育成を図るとともに、海域の藻場造
成を行い、地球温暖化対策を図る。
○環境との共存を目指すため、菜の花エコプロジェクト活動に取組んだ結果などを鹿児島県内の小学生
を対象に出前講座を行う。
○エコドライブ意識高揚のため「ベストエコドライブ・コンテスト」を実施する。
○「かごしま環境パートナーズ協定」に基づき、鹿児島県、鹿児島市等が取組む環境対策協議会や植樹事
業等へ参画する。
○産業廃棄物の不法投棄の早期発見と拡大防止対策を実施する。
○各種助成事業を実施する。（環境対応車，EMS用機器，エコタイヤ，アイドリングストップ支援機器，
グリーン経営認証制度）
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（5）消費者対策事業　1,251千円
○引越管理者講習を実施する。
○貨物自動車運送事業の役割と重要性を周知することを目的に会員事業者及び荷主企業・団体、鹿児島
県民を対象とした物流セミナー（時事講演会）を実施する。
○一般消費者からの相談事業。

（6）広報対策事業　17,237千円
○県ト協ホームページ及び広報誌による情報発信を行う。
○トラック輸送産業の果たす重要な役割及び業界の現状と課題について、鹿児島県民や荷主の理解と関
心を深めるため、新聞等を通じてPR活動を実施する。
○若年、女性ドライバー等の確保、定着、育成を目的とした人材確保につながる広報事業として、合同就
職面談会の開催やホームページによる求人情報提供などを行う。
○鹿児島県内の小学生を対象とした「夢のあるトラック」絵画コンクールを実施する。
○トラック輸送の社会的役割や重要性を周知するための「トラックの日」イベントや、小学生を対象とし
たトラック運送事業を紹介するイベントに参加する。

（7）緊急輸送対策事業　812千円
○防疫資材の緊急輸送に関する協定の締結と緊急輸送体制の確立。
○緊急・救援物資等輸送に関する協定に基づき鹿児島県総合防災訓練、桜島火山爆発総合防災訓練等へ
参加する。

（8）経営・近代化促進事業　15,097千円
○事業後継者、青年経営者・女性経営者を育成するための研修事業等を実施するとともに、運送業界の地
位向上に寄与する。
○幹部・管理者等に対する資質向上を目的としたリーダー研修を実施する。
○中小企業大学校受講に対する受講料の助成を行う。
○中継輸送、新幹線物流に関する調査研究で得た情報を基に、具現化のための意見交換会等を行う。
○小学生・高校生を対象に、物流の重要性を認識してもらうための出前講座を実施する。
○会員事業者へ情報発信を行うNet-KTA会員ネットワークの利用促進を図る。
○自家用燃料供給施設設置に関する助成を行う。
○利子補給事業、近代化基金造成事業及び信用保証料助成事業を実施する。

（9）負担金事業　44,214千円
○（公社）全日本トラック協会への出捐事業

2．収益事業　1,906千円
（1）斡旋販売事業　1,906千円

3．その他事業（相互扶助等事業）　7,507千円
（1）支部・部会活動事業　1,311千円
○輸送サービスの改善を図るため、荷主セミナーを通じ荷主との意見交換を実施する。
○輸送サービスの改善を図るため、労働安全セミナーを通じ職場の労務管理に対する意識の高揚、労務
体制の充実、過労運転・飲酒運転による重大事故防止対策を講じる。

（2）福利厚生事業　5,246千円
○会員事業者の従業員に対する福利厚生（スポーツ大会）の実施及び助成

（3）表彰事業　950千円
○貨物自動車運送事業における安全対策を講じ、事故防止対策に努め、社会的地位の向上に貢献した個
人及び県ト協会員事業者に対する表彰事業の実施

4．投資活動　19,226千円
○近代化基金融資のための基金積立てなどの投資

※平成31年度事業計画及び収支予算は、3月20日開催の平成30年度第5回理事会にて承認されました。
なお、事業計画及び収支予算の詳細については、鹿児島県トラック協会ホームページの協会概要をご
覧ください。
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平成 31 年度の新規事業や見直し等を行う主な事業概要は次のとおりです。

○人材確保対策
・合同就職説明会

会員事業者の労働力確保を目的とした合同就職説明会を開催し、トラック運送業界への就
職を希望している求職者の採用につなげる。

【開催日】未定　　【場所】鹿児島市内の公共施設

・県ト協版求人サイト

会員事業者の求人活動をサポートするため、県ト協版の求人サイトの作製と運営を行う。

◆県ト協 HP での会員事業者の求人情報の掲載

◆ハローワークインターネットサービス及び会員事業者 HP へのリンク

○Gマーク取得対策
・G マーク取得目標

　G マーク取得について、年度目標を設定して取り組むこととなり、平成 31 年度は、認
定率 36％を目標に取り組む。（5 両未満を除く）

なお、下記の事業者については、目標年度を設定して取得に努める。

① 協会本部役員の事業所	 （平成 31 年度まで）

② 支部及び部会役員の事業所	 （平成 32 年度まで）

③ 車両数 50 両以上の事業所	 （平成 32 年度まで）

④ 全支部 30％以上の事業所	 （平成 32 年度まで）

⑤ 部会取得率 H29 年度比 20％アップ	 （平成 31 年度まで）

・適正化事業説明会の開催

　新規許可事業者及び直近の巡回指導の評価が低い、D 及び E の事業所を対象とした適
正化事業説明会を年 2 回開催し、当該事業所の自立的な改善を促進する。

また、事業者のレベルアップを図ることにより、G マーク取得可能な事業所の育成に取
り組む。

【開催日】平成 31 年 6 月・11 月（予定）　　【場所】鹿児島県トラック研修センター

・G マーク取得事業者への助成事業の優遇措置の充実

　G マーク取得の推進を図るため、取得事業者に対して助成事業の優遇措置（インセンティ
ブ）を充実することとした。
　詳しくは、助成事業一覧（P6 〜 9）又は G マークだより（P55）に記載しています。
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○地区で行うセミナー・講習会

2019 年度安全性評価事業（Gマーク）事前説明会

・鹿児島地区　【平成 31年 4月 18日（木）】

・大隅地区　　【平成 31年 4月 23日（火）】

・北薩地区　　【平成 31年 4月 24日（水）】

交通労働災害防止担当管理者等研修会（Gマーク加点対象研修）

・鹿児島地区　【平成 31年 6月 21日（金）】

・大隅地区　　【平成 31年 6月 26日（水）】

追突事故防止マニュアル活用セミナー（Gマーク加点対象研修）

・鹿児島地区　【平成 31年 9月 20日（金）】

・大隅地区　　【平成 31年 9月 21日（土）】

過労死等防止・健康起因事故防止セミナー（Gマーク加点対象研修）

・鹿児島地区　【平成 31年 11月 15日（金）】

・北薩地区　　【平成 31年 11月 14日（木）】

荷主とトラック運送事業者のための長時間労働対策セミナー

・鹿児島地区

・北薩地区

・大隅地区

2020 年度申請に向けた説明会（安全性評価事業説明会）

・鹿児島地区

・北薩地区

・大隅地区
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平成31 年度【労働・安全対策事業】
区
分 助成項目 助成額 

(単位：円）
31予算額 
(単位：千円） 備　　　　　　　考

労
働
・
安
全
対
策
事
業

安全装置等導入促進
助成金

全ト協助成
対象機器 20,000 1,000

・機器価格（税抜）の1/2（上限2万円） 
・1事業者10台まで（＊Gマーク認定事業者20台まで）�
・側方視野確認支援装置�
（車両総重量7.5トン以上の事業用トラックの左側に側方カメラを
装着した場合に限る。）�
・�後方視野確認支援装置と側方視野確認支援装置両機能の一体型
の対象機器�
機器価格（税抜）の1/2（上限4万円）

上記以外の対象機器�
(後方視野確認・側方視野確認支援装置） 3,000 200 ・1台あたり取得価格（税抜）の1/2（上限3千円）�

・1事業者10台まで

衝突被害軽減ブレーキ
装置導入促進助成金

全ト協助成対象（型式）機器�
（＊国の「事故防止対策支援推進事業
（先進安全自動車（ASV）の導入に対
する支援）」の衝突被害軽減ブレーキ
装置と同一とする。）

100,000 1,000

・中型車 （＊総重量3.5トン以上、8トン未満の事業用トラック）のみ
対象�
1事業者3台まで（＊Gマーク認定事業者6台まで）�
・1台あたり装置取得価格の1/2（上限10万円）�
＊中小企業事業者に限る。�
（資本金3億円以下、常時使用する従業員の数300人以下）

ドライブレコーダ機器
導入促進助成金

全ト協選定機器
・運行管理連携型 5,000 750

・1台あたり取得価格（税抜）の1/2　上限5千円）�
・登録台数（除く：被けん引車）の30％まで�
＊�ただし、登録台数（除く：被けん引車）30台以下の事業者につい
ては、1事業者10台（上限）まで

全ト協選定機器�
・標準型�
・簡易型

3,000 400
・1台あたり取得価格（税抜）の1/2�
（標準・簡易型 上限3千円・以外の機器 上限2千円）�
・登録台数（除く：被けん引車）の30％まで�
＊�ただし、登録台数（除く：被けん引車）30台以下の事業者につい
ては、1事業者10台（上限）まで上記以外の機器 2,000 200

アルコール検知器
増強導入促進助成金 20,000 300 ・購入またはリース費用の1/2�

・1事業者上限2万円

適性診断機器導入
助成金 50,000 50 ・導入費用（税抜）の1/2�

・1事業者1セットまで・上限5万円

コボレーンシート導入
助成金 30,000 200 ・導入費用の1/2（税抜）（※ダンプのみ）�

・1事業者上限3万円

貨
物
自
動
車
ド
ラ
イ
バ
ー
等
安
全
運
転
研
修
助
成
金

安全運転研修等

（特別研修）�
全ト協指定研修施設のみ�
（安全運転中央研修所、
ONGA・MIYUKI等）

各研修機
関の受講
料参照

1,800
・受講料の7割助成�
（残り3割及び交通費等は、各社負担）�
＊�ただし、Gマーク認定事業所は、全額助成（交通費等各社負担）

ドライビングアカデミー
ONGA（1泊2日） 24,000

340
・受講料（4万8千円）の一部助成（2万4千円）�
＊�ただし、Gマーク認定事業所は、3万4千円助成（交通費等は、各社負担）

ドライビングアカデミー
MIYUKI（1泊2日） 20,000 ・受講料（4万円）の一部助成（2万円）�

＊�ただし、Gマーク認定事業所は、2万8千円助成（交通費等は、各社負担）

県ト協（指定）【半日】
マジオDS
空港DS

10,000 1,134 ・受講料（15,120円）の一部助成（1万円）�
＊�ただし、Gマーク認定事業所は、全額助成（交通費等は、各社負担）

初任運転者等
研修

県ト協（指定）�
マジオDS�
ドライビングアカデミーMIYUKI

4,000 700 ・受講料（9,450円）の一部助成（4千円）�
＊�ただし、Gマーク認定事業所は、6千円助成（交通費等は、各社負担）

事故・違反運転
者研修

県ト協（指定）�
マジオDS 5,000 100 ・受講料（34,000円）の一部助成（5千円）�

＊�ただし、Gマーク認定事業所は、1万円助成（交通費等は、各社負担）

運転免許取得助成金

大型免許 80,000

8,000

・会員が負担した免許取得費用（税抜）の1/2�
＊ただし、Gマーク認定事業者については、�
　大型免許　上限10万円�
　大型免許（限定解除含む。）　上限5万円�
　けん引免許　上限5万円�
　中型免許（限定解除含む。）　上限5万円�
　準中型免許　上限5万円�
　準中型免許（限定解除）　上限3万円�
・1事業者2名まで�
＊ただし、Gマーク認定事業者については、3人目から�
上記助成額の半額とし、1事業者5人（上限）までとする。�
＊ただし、高等学校の新卒者の準中型免許取得（普通免許を併せて取得す
る場合は、普通免許取得の費用を除く。）については、1事業者あたりの
上限は設けない。

大型免許
(限定解除含む。） 40,000

けん引 40,000

中型免許
（限定解除含む。） 40,000

準中型免許 40,000

準中型免許
（限定解除） 25,000

平成31年度助成事業のご案内
平成 31 年度の助成事業は、下記のとおりです。
詳細は、後日ホームページに掲載予定です。労働・環境課又は経理課へお問合せください。

は G マーク取得事業者への優遇のある助成事業です。
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平成31年度【労働・安全対策事業】
区
分 助成項目 助成額 

(単位：円）
31予算額 
(単位：千円） 備　　　　　　　考

労
働
・
安
全
対
策
事
業

突
発
性
運
転
不
能
障
害
疾
患
予
防
対
策
助
成
金

睡眠時無呼吸症候群�
スクリーニング検査等�
助成金　（精密検査含む。）�
※事前申請が必要です。 
（精密除く。）

一次・二次検査 5,000 1,500

・登録台数（除く：被けん引車）50台以上の場合�
  1事業者30名まで（＊Gマーク認定事業者50名まで）�
・登録台数（除く：被けん引車）20〜 49台未満の場合�
  1事業者20名まで（＊Gマーク認定事業者30名まで）�
＊ただし、登録台数（除く：被けん引車）20台未満の場合は、�
　登録台数（除く：被けん引） まで

精密検査 10,000 50・精密検査費用 上限1万円�・1事業者2名まで

健康診断助成金�
（定期健康診断） 定期健康診断 1,500 3,000

・登録台数（除く：被けん引車）50台以上の場合�
  1事業者上限30名まで�
・登録台数（除く：被けん引車）15〜 49台未満の場合�
  1事業者上限15名まで�
＊�ただし、登録台数（除く：被けん引車）15台未満の場合は、登録
台数（除く：被けん引）まで�
【共通】�
常時選任運転者1人あたり 上限1,500円（1人につき年度1回のみ）

血圧計導入促進�
助成金

全ト協助成対象機器�
全自動血圧計(業務用） 50,000 1,000

・取得価格（税抜）の1/2　上限5万円�
・1事業所1台まで�
＊�中小企業事業者に限る。（資本金3億円以下、従業員300人以下）

脳ドック・心臓ドック検査 脳ドック・心臓ドック検査 10,000
200

・1事業者2名まで
てんかん検査 てんかん検査 5,000 ・1事業者2名まで

適性診断受診助成金

一般診断 1,150 2,714・2,300円の半額助成（1,150円）�（上限：1事業者登録車両数1.2倍まで）
初任診断 1,150 1,403・4,700円の一部助成（1,150円）
適齢診断 1,150 243・4,700円の一部助成（1,150円）

運転経歴証明書申請助成金 運転記録証明書 630 5,500 全額助成　1事業者登録車両数1.2倍まで
運行管理者等一般講習受診助成金 一般講習 3,100 3,600 全額助成
セーフティ・チャレンジ
交通安全コンテスト参加助成金 参加費 1,650 660 1チームあたり参加費の一部助成（1,650円）

平成31年度 【環境・エネルギー対策事業】

環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
|
対
策
事
業

環境対応車導入促進助成金�
※事前申請が必要です。

天然ガス車
2トン�

234,000�
4トン�

600,000
386

・全体（CNG・ハイブリッド）を通して1事業者1台まで�
（＊Gマーク認定事業者2台まで）�
 2トン 234,000円 / 4トン 6000000円（＊H30年度助成額）�
＊国の定める価格差によって変更になる場合があります。

ハイブリッド車
2トン�
193,000�
4 トン�
431,000

・全体（CNG・ハイブリッド）を通して1事業者1台まで�
（＊Gマーク認定事業者2台まで）�
 2トン 193,000円（＊H30年度助成額）�
 4トン 431,000円（　　　〃　　　　）�
＊国の定める価格差によって変更になる場合があります。

EMS用機器導入促進助成金 全ト協選定機器 10,000 500・1事業者 5台まで

アイドリングストップ支援
機器導入助成金

（全ト協助成対象機器）�
エアヒータ・車載バッ
テリー式冷房装置

60,000 120
（全ト協助成対象機器）�
・機器取得価格（税抜）の1/2（上限6万円）�
・1事業者1台まで　（＊Gマーク認定事業者2台まで）　　

蓄冷クーラー 20,000

200

（県ト協）・購入費用（税抜）の1/2（上限2万）�
・1事業者2台まで 

蓄熱マット（ベット）�
電気毛布 5,000

（県ト協）購入費用（税抜）の1/2（上限5千円）�
（マット・毛布）を含めて枚（台）数は登録台数（除く：被けん
引）の30％以内�
※ただし、1事業者10枚まで

エコタイヤ導入促進助成金 1,000 1,000・1本あたり 1,000 円�・1事業者 50本まで

グリーン経営認証制度促進
助成金

新規認証 30,000
400・新規認証及び更新認証あわせて�  1 事業者の申請は、1回のみとする。更新認証 20,000

平成 31 年度　【経営・近代化促進事業】

経
営
・
近
代
化
促
進
事
業

（＊全ト協）
自家用燃料供給施設
整備支援助成事業

新設 1,000,000 2,000 公募期間2019年 8月1日〜 10月 31日（予定）
予算額に達した場合は、その時点で申請受付を終了する。
ただし、公募期間初日に申請が予算総額を超過した際には、�
1件あたりの助成金額を減額する場合があり。

増設 300,000 300

中小企業大学校講座受講促進
助成金

中小企業大学校の定
めた研修 ー 398

短期講座：受講料の 2/3�
長期講座：受講料の 1/3（全ト協分のみ）�
※ web 研修含む�
web研修…中小企業大学校のインターネットを活用した研修�
■ただし、国、自治体、他団体から受講料の 1/3 以上の助
成を受けた場合、全ト協分のみ（1/3）助成する。

信用保証料助成金 信用保証協会 保証料 ー 200 1事業者保証料1/2（上限10万）
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平成３１年度は以下の助成事業が変更されていますので、抜粋してお知らせします。
※赤文字は追加、変更箇所を示します。

助成事業 概要

安全装置等 
導入促進
助成金

（全ト協指定） 
対象機器

①後方視野確認支援装置
②側方視野確認支援装置
　※車両総重量 7.5 トン以上の事業用トラックに装着した場合に限る
③呼気吹き込み式アルコールインターロック装置
④ IT 機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型
　アルコール検知器（G マーク認定事業所に限る）

（全ト協指定
外）対象機器

後方視野確認支援装置及び側方視野確認支援装置

（全ト協指定） 
助成金額等

・取得価格（税抜）の 1/2　上限 20,000 円
・1 事業者 10 台まで（G マーク認定事業者 20 台まで）
・後方視野支援装置と側方視野確認支援装置両機能を備えた
対象機器の場合取得価格（税抜）の 1/2　上限 40,000 円

（全ト協指定外） 
助成金額等

・1 台あたり取得価格（税抜）の 1/2（上限 3,000 円）
・1 事業者 10 台まで

昨年度からの
変更点

・全ト協指定機器の助成額　1 台あたり 20,000 円⇒取得価格（税抜）の 1/2 の上限制
・G マーク認定事業者に対するインセンティブ付与

衝突被害軽減 
ブレーキ装置 

導入促進
助成金

対象機器

総重量 3.5 トン以上、8 トン未満の事業用トラックへ装着された衝突被害軽減ブレーキ
※新車新規登録の車両
※国の事故防止対策支援推進事業（先進安全自動車（ASV）の導入に対する支援）の衝
突被害軽減ブレーキ装置と同一とする。
※中小企業事業者に限る。国の助成金との併用は妨げない。

助成金額等 ・取得価格の 1/2　上限 100,000 円
・1 事業者 3 台まで（G マーク認定事業者 6 台まで）

昨年度からの
変更点

・G マーク認定事業者に対するインセンティブ付与

ドライブレコーダ 
機器導入

促進 
助成金

対象機器

①運行管理連携型（全ト協選定）
②標準型（全ト協選定）
③簡易型（全ト協選定）
④全ト協選定外の機器

助成金額等

①は 1 台あたり取得価格（税抜）の 1/2（上限 5,000 円）
②及び③は 1 台あたり取得価格（税抜）の 1/2（上限 3,000 円）
④ 1 台あたり取得価格（税抜）の 1/2（上限 2,000 円）

【上限台数：①〜④共通】
・登録台数（除く：被けん引車）の 30％まで
・登録台数（除く：被けん引車）30 台以下の事業者は、1 事業者 10 台まで

昨年度からの
変更点

・運行管理連携型
  全ト協指定 1 台あたり 20,000 円
　　　　　　　⇒　全ト協選定 1 台あたり取得価格（税抜）の 1/2　上限 5,000 円

安全運転
研修等

内容 ドライバー等に対する安全教育

助成金額等

・全ト協指定研修
受講料の 7 割（ただし、G マーク認定事業所の場合、受講料の全額）

・県ト協指定研修
（1 泊 2 日研修）【ONGA】
受講料（48,000 円）の一部助成（24,000 円）
G マーク認定事業所　34,000 円助成

（1 泊 2 日研修）【MIYUKI】
受講料（40,000 円）の一部助成（20,000 円）
G マーク認定事業所　28,000 円助成

（半日研修）【マジオ・空港自動車学校】
受講料（15,120 円）の一部助成（10,000 円）
G マーク認定事業所　全額助成

昨年度からの
変更点

・全ト協指定研修施設　追加（MIYUKI 等）
・1 日研修　廃止　（みゆき学園）
・半日研修　廃止　（みゆき学園）
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助成事業 概要

一般運転者
等研修

内容 一般運転者等に対する指導指針に基づく教育研修

助成金額 廃止

昨年度からの
変更点

廃止

運転免許 
取得助成金

内容 平成 30 年度同様

助成金額等

・会員が負担した免許取得費用（税抜）の 1/2
大型免許　上限 80,000 円（G マーク認定事業者　上限 100,000 円）
大型免許限定解除　上限 40,000 円（G マーク認定事業者　上限 50,000 円）
けん引免許　上限 40,000 円（G マーク認定事業者　上限 50,000 円）
中型免許（限定解除含む）　上限 40,000 円（G マーク認定事業者　上限 50,000 円）
準中型免許　上限 40,000 円（G マーク認定事業者　上限 50,000 円）
準中型免許（限定解除）　上限 25,000 円（G マーク認定事業者　上限 30,000 円）

・1 事業者 2 名まで
（G マーク認定事業者　上限 5 名まで。ただし、3 人目から上記助成額の半額）

昨年度からの
変更点

・G マーク認定事業者に対するインセンティブ付与

睡眠時無呼吸 
症候群 

スクリーニング 
検査等助成金

内容 平成 30 年度同様

助成金額等

・登録台数（除く：被けん引車）50台以上の場合
  1事業者　上限30名（Gマーク認定事業者　50名まで）
・登録台数（除く：被けん引車）20 〜 49台未満の場合
  1事業者　上限20名（Gマーク認定事業者　30名まで）
・登録台数（除く：被けん引車）15台未満の場合
  1事業者　上限登録台数まで

昨年度からの
変更点

・Gマーク認定事業者に対するインセンティブ付与

環境対応車 
導入促進 
助成金

内容 平成30年度同様

助成金額等

・天然ガス車
  2トン　234,000円 ／ 4トン　600,000円（※国の定める価格差によって変更あり）
・ハイブリッド車
  2トン　193,000円 ／ 4トン　431,000円（※国の定める価格差によって変更あり）
・全体（CNG・ハイブリッド）を通して1事業者1台まで（Gマーク認定事業者　2台まで）

昨年度からの
変更点

・Gマーク認定事業者に対するインセンティブ付与

アイドリング 
ストップ 
支援機器 

導入助成金

（全ト協指定）
対象機器

・エアヒータ
・車載バッテリー式冷房装置

( 県ト協指定 )
対象機器

・蓄冷式クーラー
・電気式の毛布、マットまたはベッド

( 全ト協指定）
助成金額等

・取得価格（税抜）の1/2　上限60,000円
・1事業者1台まで（Gマーク認定事業者2台まで）

（県ト協指定）
助成金額等

・蓄冷式クーラー
購入費用（税抜）の1/2　上限20,000円（1事業者2台まで）

・電気式の毛布、マットまたはベッド
購入費用（税抜）の1/2　上限5,000円

（マット・毛布）を含むて枚（台）数は登録台数（除く：被けん引車）の30％以内
ただし、1事業者上限10枚

昨年度からの
変更点

・Gマーク認定事業者に対するインセンティブ付与

中小企業 
大学校講座 
受講促進 
助成金

内容 平成30年度同様

助成金額等
短期講座：受講料の2/3
長期講座：受講料の1/3（全ト協分のみ）
※　web研修含む

昨年度からの
変更点

・web研修　追加
・国、自治体、他団体から受講料の1/3以上の助成を受けた場合、全ト協分のみ（1/3）助成

※赤文字は追加、変更箇所を示しています。	
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恩田 基弘氏

江隈 幸弘氏

大庭 直美氏

飛松 達也氏

■日時
平成 31 年 3 月 6 日（水）
■場所
ホテルウェルビューかごしま
■出席者数
190 名

講  師

・鹿児島労働局　労働基準部　監督課長　　恩田 基弘　氏
・鹿児島労働局　雇用・環境均等室長　　　大庭 直美　氏
・九州運輸局　自動車交通部　貨物課長　　江隈 幸弘　氏	
・セイコー運輸　株式会社　総務部長　　　飛松 達也　氏

内  容

（1）労働基準法等の改正について【鹿児島労働局】
①　時間外労働の上限規制
②　年休 5 日の取得義務化
③　月 60 時間超の時間外割増賃金の引上げ
④　雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

（2）トラック運送事業を取り巻く近年の課題について【九州運輸局】
①　トラック産業の現状
②　自動車運送事業の働き方改革
③　トラック事業に関連した安全対策
④　取引環境・労働時間改善のための取り組み
⑤　�荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間

労働の改善に向けたガイドライン
⑥　最近の動き

（3）荷主の協力による改善事例の報告【セイコー運輸㈱】
①　�トラック運転者の長時間労働抑制のためのパイ

ロット事業報告

荷主とトラック運送事業者のための
長時間労働対策セミナーを開催しました

2019年度も開催しますので、是非ご参加ください。
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TOPICS
トピックス ［先月のお知らせ掲示板］

月 日

場 所

平成30年度第９回正副会長会及び
第４回総務委員会合同会議

平成 31年３月12日（火）

鹿児島県トラック研修センター

平成30年度
第４回人財・広報特別委員会

平成31年２月26日（火）

鹿児島県トラック研修センター

月 日

場 所

委員・支部長 12 名が出席し、下記事項について協議・報告しました。

（協議事項）
・平成 30 年度補正予算（案）について
・平成 31 年度事業計画（案）及び収支予

算（案）について
・規程の改正について
・平成 30 年度第 5 回理事会に提出する議

題について

上記協議事項については、次回理事会
に提出することとなりました。

委員 8 名が出席し、下記事項について協議・
報告しました。

（協議事項）
・平成 30 年度事業計画及び事業経過報告について

①県ト協オリジナル求人サイト
・平成 31 年度事業計画（案）及び予算（案）につ

いて

協議前に、㈱あつまるホールディングス専務執行役員営業統括本部長の青山様、鹿児島支店
長の金子様にご出席いただき、「工夫次第で人財は採用出来る　採用・定着セミナーから面談
会まで」と題してご講話いただきました。

上記事項について協議を行った結果、平成 30 年度から進めている県ト協版求人サイトの製
作については引き続き実施することとし、平成 31 年度で新たに実施する合同就職面談会等の
新規事業については、次回の理事会に提出することとなりました。

平成30年度第８回正副会長会 平成31年３月６日（水）

ホテルウェルビューかごしま

月 日

場 所

正副会長 3 名が出席し、下記事項について協議・報告しました。

（協議事項）
・「平成 30 年度第 9 回正副会長会・第 4 回総務

委員会合同会議」及び「平成 30 年度第 5 回理
事会」に提出する議題について

上記事項については、次回総務委員会に提出
することとなりました。
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TOPICS
トピックス ［先月のお知らせ掲示板］

月 日

場 所

平成30年度鹿児島県貨物自動車
運送適正化事業連絡会議

平成31年３月13日（水）

鹿児島運輸支局

第24回鹿児島県貨物自動車運送
適正化事業実施機関評議委員会

平成31年３月13日（水）

鹿児島県トラック研修センター

月 日

場 所

鹿児島運輸支局 11 名、適正化事業実施機関 7
名が出席し、下記事項について協議・報告しました。

（協議事項）
・平成 30 年度適正化事業業務推進状況について
・平成 31 年度適正化事業計画（案）について
・運輸局及び運輸支局における監査結果と処分状況

について
・管内事業用自動車の重大事故発生状況について

適正化事業実施機関から平成 30 年度の業務推進状況の詳細について説明、報告を行いました。
また、平成 31 年度の事業計画（案）について説明ののち承認されました。

鹿児島運輸支局輸送部門から、トラック運送事業者の監査及び行政処分状況と整備部門からは、
重大事故発生状況について説明がありました。

また、相互の連携を密にし、毎月の幹事会の中で情報を共有していくと結びました。

委員 5 名、参考人（鹿児島運輸支局）1 名が出
席し、下記事項について協議・報告しました。

（協議事項）
・平成 30 年度適正化事業業務推進状況について
・平成 31 年度適正化事業計画（案）について

委員からは、G マークを貼付したトラックを良
く見かけるようなり、更に浸透して業界のイメー
ジアップに貢献してもらいたいとの意見があり、その他、巡回指導における改善状況や引越の分散
化についても、様々な意見が交わされました。

また、参考人からは、荷主団体に対して G マーク取得事業者の利用促進の要請を行ったことの報
告と引き続き G マーク制度の周知を進めていきたいとの意見がありました。

月 日

場 所
平成30年度第５回理事会 平成31年３月20日（水）

鹿児島県トラック研修センター

理事 17 名・監事 4 名・オブザーバー 1 名が出席し、下記事項について協議・報告しました。

（協議・報告事項）
・平成 30 年度補正予算（案）について
・平成 31 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
・規程の改正について
・会員の入退会について
・各種助成金について
・第 9 回トラック輸送における取引環境・労働時間

改善鹿児島県地方協議会について
・今後の日程について
・委員会報告

上記事項は全て、出席理事全員一致で承認されました。
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TOPICS
トピックス ［先月のお知らせ掲示板］

維新150「セーフティ・チャレンジ交通安全コンテスト」が終了

■目的
県内の運転免許を有するものがチームを結成して参加し、チーム全員が無事故・無違反を

達成することを目標に安全運転を実践するとともに、参加者を通じて広く県民に交通安全意
識を浸透させ、交通事故の防止を図ること。

■期間
平成 30 年 5 月 1 日（火）〜平成 30 年 9 月 27 日（木）

■参加者
444 チーム　2,220 名
達成チーム数　366　達成率　82.4％

月 日

場 所

平成30年度
第２回運行管理者試験が実施される

平成31年３月３日（日）

鹿児島国際大学

セフティ会より寄付金を贈呈 平成31年３月20日（水）

鹿児島県トラック研修センター

月 日

場 所

■受験者数
370 名

■正答発表日
3 月 4 日（月）※試験センターホームペー
ジにて掲載中

■試験結果発表日
4 月 2 日（火）
試験センターホームページに公表され、試験結果通知書は郵送にて発送。

※�合格された方は、合格発表日から 3 ヶ月以内に運行管理者資格者証の交付申請手続きを行っ
てください。期限を過ぎると手続きが出来なくなりますので、早めの申請をお願いします。

セフティ会の会員から寄付金を募り、公益財
団法人鹿児島県交通被災者たすけあい協会へ 10 
万円の寄付金を贈呈しました。
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お知らせ掲示板

今般の商法改正（平成 31 年 4 月 1 日 商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法

律の施行）に伴い、標準貨物自動車運送約款等について所要の改正が行われ、本年 3 月 8

日付で公布、同 4 月 1 日より施行されます。

今回の商法改正を反映させた新標準運送約款を使用する場合は、主たる事務所その他の営

業所に新標準約款の掲示が必要となります。また、平成 29 年 11 月 4 日改正の趣旨を含ま

ない約款を使用している事業者については、新標準約款を使用するには運賃料金の変更届出

が必要となります。一方、独自の約款を使用している場合は、商法改正の趣旨を踏まえ運送

約款の変更の認可を 3 月 31 日までに受けなければなりません。

詳細は、鹿児島県トラック協会ホームページをご確認ください。

◆鹿児島県トラック協会ホームページ

HOME ＞ お知らせ ＞ 2019 年 3 月 19 日 商法の改正に伴う標準貨物自動車運送約款等の改
正について

【お問合せ】
公益社団法人鹿児島県トラック協会　適正化事業課
TEL：099-210-9498　FAX：099-262-5500

商法の改正に伴う標準貨物自動車運送約款等の
改正のお知らせ
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お知らせ掲示板

本年 3 月 8 日付けで標準引越運送約款の改正が公布され、新標準引越運送約款が同 4 月

1 日より施行されます。

今回の改正は、商法の改正に伴い実施されるもので、内容について大きな変更はございま

せんが、若干の追加項目、文言の修正がございました。

今回の改正に伴い、引越運送事業者の皆様に行っていただかなければならないことは下記

の「標準引越運送約款の改正に伴い事業者に行っていただくこと」に記載されている 2 点で

す。

詳細は、鹿児島県トラック協会ホームページをご確認ください。

標準引越運送約款の改正のお知らせ

◆鹿児島県トラック協会ホームページ

HOME ＞ お知らせ ＞ 2019 年 3 月 19 日 商法の改正に伴う標準引越運送約款の改正に
ついて

【お問合せ】
公益社団法人鹿児島県トラック協会　適正化事業課
TEL：099-210-9498　FAX：099-262-5500
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お知らせ掲示板

全日本トラック協会が働き方改革関連法の取組事項をまとめた解説書を作成しました。本
解説書は全日本トラック協会ホームページからもダウンロードできますので、ご活用くださ
い。

◆全日本トラック協会ホームページ

HOME ＞ 会員の皆様へ ＞ 労働対策 ＞ 働き方改革特設ページ

トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアク
ションプラン（解説書）のご案内
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お知らせ掲示板
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お知らせ掲示板

18



お知らせ掲示板
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お知らせ掲示板

P21、22
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お知らせ掲示板
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お知らせ掲示板
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お知らせ掲示板
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お知らせ掲示板

特殊車両通行許可証の電子媒体による携行について
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お知らせ掲示板
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お知らせ掲示板

セミトレーラによる建設資材等の運搬方法について、
安全性を確保しつつ、基準を緩和します。

〜基準緩和自動車の認定要領等の一部改正について〜

国土交通省は、通達改正により、本年３月からセミトレーラで運搬できる建設資材等の運搬
方法について基準を緩和し、トラック輸送における生産性の向上などを図ります。また、違反
点数を明確化するなどにより、悪質事業者等への対応の厳格化を図ります。 

1．背景
トラック輸送における生産性の向上、働き方改革の推進など、官民あげて課題解決に向

けたさまざまな取り組みが行われているところですが、一部では法令違反による運行によ
り物流秩序に混乱を与え、事故を惹起させる事案も見受けられるところです。

これらの状況を踏まえ、一定の条件を付すことにより、幅広の建設資材や建造用鋼板の
複数積載を認めるとともに、処分の厳格化等を図ることとします。

2．改正通達
「基準緩和自動車の認定要領について（依命通達）」（平成 9 年 9 月 19 日自技第 193 号）
「基準緩和自動車の行政処分等要領について」（平成 29 年 7 月 3 日国自技第 49 号）

3．改正概要
（1）幅広貨物の輸送について（認定要領）

幅広トレーラ（幅の基準緩和を受けて運行するセミトレーラ）を使用し、幅及び長さに
おいて 2.5 メートルを超える分割不可能な建設資材や建造用鋼板などの幅広貨物を、セ
ミトレーラ一般に対する保安基準の規定値である車両総重量 28 トン（構造により 36 
トン）を超えない範囲での複数積載を認めることとします。

（2）処分の厳格化（認定要領及び処分要領）
基準緩和を受けて運行する者による法令違反を抑止する観点から、法令が遵守されてい

ない（関係法令違反により事業停止等の行政処分を受けた）場合には、一定期間緩和認定
を行わないよう措置することとします。

また、基準緩和を受けた自動車が積載貨物を落下させ、事故を惹起した場合などにおけ
る違反点数の明確化により、厳正に処分が実施できるようにします。

国土交通省としては、運行の安全を確保するための条件及び関係法令を遵守していただ
き、安全な運行を行っていただきたいと考えております。

4．施行日
平成 31 年 3 月 1 日（ただし、3.（2）前段の措置については 2019 年 9 月 1 日）

なお、本年 1 月 7 日から 2 月 6 日までに実施したパブリックコメントの結果等につき
ましては、下記 e-gov のホームページにて公表しています。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155190901&Mode=2 

【お問合せ先】

自動車局技術政策課 吉池、市川
電話：03-5253-8111（内線 42216、42259） 
直通：03-5253-8590　FAX：03-5253-1639 

基準緩和自動車の認定要領についての
一部改正等のお知らせ
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お知らせ掲示板

【背景】 トラック輸送における生産性の向上、働き方改革の推進など、官民あげて課題
解決に向けた様々な取り組みが行われているところですが、一部では法令違反
による運行により物流秩序に混乱を与え、事故を惹起させる事案も発生してい
ます。

【運送業界要望】 安全性が確保された効率的な輸送、悪質な運送事業者等
　　　　　　　 への厳格な対応

○ 幅広トレーラ※１を使用し、セミトレーラ一般に対する保安基準の規定値である車両総重量 28トン
（構造により 36トン）を超えない範囲で幅広貨物※２の複数積載を認めることとします。
※1　幅の基準緩和を受けて運行するセミトレーラ
※2　合成床版、建築用パネル、建造用鋼板その他建設資材であって、幅及び長さにおいて 2.5 メートルを超える

分割不可能な貨物

○ 適切に貨物を積載せずに、幅広貨物を落下させた場合……8 点（新設）
○ 幅広貨物の制限違反……3 点（新設）
○ 積載重量の制限違反……３点（既設）

○ 申請日前３ヶ月 ( 悪質違反６ヶ月）間又は申請日以降に以下の処分を受けた者ではないことを条件とし
ます。（継続申請除く）

・保安基準緩和の認定の取消処分
・貨物自動車運送事業法違反による自動車等の使用停止以上の処分、道路運送法違反による使用制限 
（禁止）処分（事業用貨物自動車の申請に限る）

27



お知らせ掲示板

道路交通法第 57 条第 3 項に基づく制限外積載許可について、その取り扱いを定めた「制
限外積載許可要領」が改正されました。行政事務の合理化及び申請者の負担軽減の観点から
制限外積載許可に係る申請手続きの特例や審査方法について見直しが行われ、平成 31 年 2
月 14 日より施行となりましたので、お知らせします。

詳細については、全日本トラック協会ホームページをご覧ください。

●改正内容（概要）
・取扱要領「第 6 申請手続きの特例」関係

許可期間を「原則として 1 年以内」に延長（従来は「原則として 3 か月以内」）

・取扱要領「第 9 審査方法」関係
実査の方法の明確化
車両の構造等について図面、写真その他の資料により確認する方法を明記

◆全日本トラック協会ホームページ

HOME ＞ 会員の皆様へ ＞ 安全対策 ＞ 制限外積載許可における許可期間が「原則とし
て 1 年以内」に延長されます

昨年 3 月、道路法等の一部が改正され、重要物流道路制度が設けられました。これは、
平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、国土交通大臣が物流上重要な道
路輸送網を「重要物流道路」として指定し、機能強化及び重点支援を実施するものであり
ます。また、「重要物流道路」に指定された区間の中から、国際海上コンテナ車（40ft 背高）
の特車通行許可が不要となる区間が設けられることとなります。

「重要物流道路」は、2018 年度内（2019 年 3 月中）に既存の道路を中心に 1 次指定
が、本年夏以降には計画路線を含めて 2 次指定が行われる予定となっております。

つきましては、制度の概要や今後の流れ等についてご理解いただきますよう宜しくお願
い申し上げます。

詳細は、鹿児島県トラック協会ホームページをご確認ください。

◆鹿児島県トラック協会ホームページ

HOME ＞ お知らせ ＞ 重要物流道路制度について

【お問合せ】

公益社団法人鹿児島県トラック協会　適正化事業課
TEL：099-210-9498　FAX：099-262-5500

制限外積載許可における許可期間の延長等のお知らせ

重要物流道路制度について
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お知らせ掲示板

表記式典をめぐっては、極左暴力集団や右翼による違法行為の発生が懸念されているほか、我が
国に対する国際テロの脅威が継続する中で、多数の外国要人の来日が見込まれていることから、改
めてテロ対策の徹底をお願いします。

テロ防止に係る対応策
◦　皇居及び赤坂御用地周辺における業務用車両利用の自粛
◦　サイバーセキュリティ対策の強化
◦　車両、身分証明書、制服等の管理及び盗難・紛失時の警察への連絡
◦　公共交通機関及び関連施設等のソフトターゲットに対する警戒強化
◦　営業所・車庫内外の巡回
◦　終業後のドアロック
◦　営業所等における不審な荷物を発見時の警察への連絡
◦　�配送先から荷送り人に覚えがないなど不審な荷物である旨の連絡があった場合の荷物に触れない旨の

注意喚起、荷物の状態に応じた速やかな引き取り、警察への連絡
◦　放射性物質等危険物輸送における安全管理
◦　テロ発生時の通報・連絡・指示体制の整備

融雪出水期を迎えるにあたり、気温上昇に伴う雪崩及び落雷の発生や、融雪に伴う出水による河
川の氾濫及び土砂災害や地すべりによって被害が発生するおそれがあること等から、以下の事項に
十分に注意し、防災態勢の一層の強化を図るようお願いします。

■ 気象等に関する情報の収集・伝達の徹底　　■ 警戒避難体制の強化
■ 危険箇所等の巡視・点検の実施の徹底　　　■ 要配慮者等への配慮　　　■ 災害即応態勢の確立

標記イベント開催に伴い、交通規制が実施されます。ご協力をよろしくお願いします。

■日時
2019 年 5 月 3 日（金）　11:00 〜 19:00　※交通規制時間　7:00 〜 22:00
2019 年 5 月 4 日（土）　11:00 〜 17:00　※交通規制時間　7:00 〜 20:00

■開催場所
ナポリ通り鹿児島市観光交流センター付

近から高麗橋までの甲突川 3 車線ならび
に甲突川右岸緑地帯

■規制
観光交流センターから高麗橋にかけての

甲突川側 3 車線を封鎖

天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う
式典に係るテロ対策徹底のお願い

融雪出水期における防災態勢の強化のお願い

第5回かごしまの風と光とナポリ祭に伴う交通規制のお知らせ
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お知らせ掲示板

東九州自動車道及び九州中央自動車道の
夜間通行止めのお知らせ
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お知らせ掲示板
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お知らせ掲示板

全ての座席におけるシートベルトの着用のお願い
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お知らせ掲示板
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お知らせ掲示板

平成 29 年 3 月 12 日に改正施行された「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者
に対して行う一般的な指導及び監督の指針」（平成 13 年国土交通省告示第 1366 号）に対
応した「事業用トラックドライバー研修テキスト」が全ト協ホームページで公開されていま
すが、法改正等に伴い、本研修テキストが改訂されました。ダウンロードしてご活用ください。

なお、ダウンロードの際は広報トラックに掲載されているパスワードが必要です。
また、日貨協連での改訂版の販売については、4 月中旬が予定されています。

事業用トラックドライバー研修テキスト変更のお知らせ
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お知らせ掲示板

安全運転でハワイへ行こう！
県内の運転免許を有する者がチームを結成して参加し、チーム全員が無事故・無違反を達成することを

目標に安全運転を実践するとともに、参加者を通じて広く県民に交通安全意識を浸透させ、交通事故の防
止を図ることを目的として実施されます。趣旨をご理解いただき多数のご参加をお願いします。

2019｢セーフティ･チャレンジ交通安全コンテスト｣
参加チームの募集

5 月 1日（水）〜 9月 27日（金）までの実施期間中（150日間）に 1チーム全員が無事故・無違反
を目指してもらいます。
1．1チームは 5名です。（1人が複数のチームに参加することはできません。）
2．参加資格
（1）鹿児島県トラック協会の会員事業者の役員または従業員であること。
（2）�運転免許（国際・外国免許及びペーパードライバーを除く。）を有して、県内に居住または勤務

していること。
3．�無事故・無違反を達成したチームの中から、抽選によりハワイ旅行、国内旅行券、商品券等多数の
副賞が当たります。

4．参加申込み
同封の参加申込書に必要事項をご記入のうえ、原本を協会窓口へ提出またはご送付ください。
不足の場合はコピーしてご使用ください。
記入漏れがないようにお願いします。（記入方法は、下記要領をご確認ください。）

5．参加料は、1チーム 3,150 円です。
そのうち、トラック協会が 1,650 円を助成します。
残りの 1,500 円を①か②の方法でお支払いのうえ、お申込みください。
①トラック協会窓口でお支払い
②振込でのご入金（※振込手数料は差し引かずお振り込みください）
銀行名：鹿児島銀行　谷山港支店
口座番号：普通　750430
口座名：公益社団法人鹿児島県トラック協会

6．�申込は先着順で受付しますが、申込多数の場合は参加申込の多い事業者の方を調整させていただく
場合がありますので、ご了承ください。また、予算額に達した時点で申込受付を終了します。

7．�申込み締切は 4月 26日（金）です。（厳守）
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お知らせ掲示板

鹿児島県信用保証協会からのお知らせ
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お知らせ掲示板
トラック関与の交通死亡事故連続発生！

情報
BOX
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近代化基金融資公募のご案内

2019年度
（2019年4月1日〜2020年3月31日）

第43回近代化基金融資
公 募 の し お り

公益社団法人　鹿児島県トラック協会

①県ト協の公募は、原則先着順で受付けます。

②公募額を超える申込みは、全日本トラック協会に推薦します。
　 融資推薦適否決定通知日も変わりますのでご注意ください。

③利子補給率　０．３％

鹿児島県ト協
公募期間

第1期 第2期 第3期
5.10～20 10.10～21 1.10～20

融資推薦適否
決定通知日

5月末～
6月10日

10月末～
11月10日

1月末～
2月10日

公募総枠 公募融資枠７億円

　
県ト協公募総枠超過分

全日本トラック協会推薦枠

融資推薦適否
決定通知日

１回目
9月中旬

２回目
2月中旬

融資対象者  公益社団法人鹿児島県トラック協会の会員及びその持株会社
　　　　　　 （傘下の貨物自動車運送事業者に係る資金調達を行う者に限る）

近代化基金融資は、運輸事業振興助成補助金をもって基金を創設し、利子補給による長期低利の

融資を推進して、トラック運送事業の近代化、合理化をはかるものです。

情報
BOX
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協会への決算書の提出は
不要です。

【お問合せ先】

〒891-0131　鹿児島市谷山港2-4-15　

公益社団法人　鹿児島県トラック協会　経理課

TEL:099-261-1167　FAX：099-261-1169

情報
BOX
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中小企業大学校受講促進制度のご案内

【
中
小
企
業
大
学
校
人
吉
校
講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
】

※申込締切日は原則、受講日の 20 日前までとなります。
※申込み状況については、事前にお問合せください。

研修分野 コース No. 研修テーマ 実施期間 期  間 定員
（名）

受講料
（税込 / 円）

1 新任管理者研修（4 月） 2019.  4.22 ～   4.24 3 日間 30 31,000
7 女性管理者養成研修 2019.  5.28 ～   5.30 3 日間 25 31,000
9 次世代トップリーダー養成講座【人間力向上編】	【後継者 ･ 幹部育成シリーズ①】 2019.  6.11 ～   6.13 3 日間 20 31,000
10 九州・沖縄経営者塾【沖縄教室】（沖縄県内）	【トップセミナー①】校外 2019.  6.20 ～   6.20 1 日間 30 16,000
12 仕事を効率化するＩＴ活用講座 2019.  7.  3 ～   7.  4 2 日間 20 22,000
15 新任管理者の自己革新研修 2019.  7.23 ～   7.25 3 日間 35 31,000
17 経営戦略策定講座 2019.  9.10 ～   9.12 3 日間 35 31,000
20 新任管理者研修（10 月） 2019.10.  2 ～ 10.  4 3 日間 30 31,000
23 ＢＣＰ策定講座 2019.10.16 ～ 10.18 3 日間 30 31,000
26 新任管理者研修【沖縄教室】（沖縄県内）	 ※校外研修 2019.11.  7 ～ 11.  8 2 日間 30 22,000
34 九州・沖縄経営者塾【人吉教室】	 【トップセミナー②】 2020.  3.  6 ～   3.  7 2 日間 35 16,000
35 次世代トップリーダー養成講座【知識・スキル向上編】	【後継者 ･ 幹部育成シリーズ②】 2020.  3.11 ～   3.13 3 日間 20 31,000
4 コミュニケーション活性化講座	 【管理者能力強化シリーズ ①】 2019.  5.13 ～   5.15 3 日間 35 31,000
6 実践的仕事管理術	 【管理者能力強化シリーズ ②】 2019.  5.21 ～   5.23 3 日間 25 31,000
13 職場の問題発見と解決策	 【管理者能力強化シリーズ ③】 2019.  7.  8 ～   7.10 3 日間 25 31,000
24 リーダーシップ強化講座	 【管理者能力強化シリーズ ④】 2019.10.23 ～ 10.25 3 日間 35 31,000
27 部下指導の考え方・進め方	 【管理者能力強化シリーズ ⑤】 2019.11.19 ～ 11.21 3 日間 30 31,000
29 チームマネジメント力強化講座	 【管理者能力強化シリーズ ⑥】 2020.  1.14 ～   1.16 3 日間 35 31,000
8 実践で学ぶ！人事制度構築の考え方・進め方	 インターバル 2019.  6.  5 ～   6.  6

2019.  7.17 ～   7.18
4 日間 

（2 日間 ×2 回） 25 35,000
18 人材育成の考え方・進め方 2019.  9.18 ～   9.20 3 日間 25 31,000
5 決算書の読み方講座	 【財務管理シリーズ ①】 2019.  5.15 ～   5.17 3 日間 30 31,000
16 会計情報活用講座【宮崎教室】（宮崎県内）	 ※校外研修 2019.  9.  5 ～   9.  5 1 日間 30 16,000
21 財務分析実践講座	 【財務管理シリーズ ②】 2019.10.  7 ～ 10.  9 3 日間 25 31,000
33 利益・資金計画策定講座	 【財務管理シリーズ ③】 2020.  2.18 ～   2.20 3 日間 35 31,000
2 営業の基本と商談交渉の進め方	 【営業管理シリーズ ①】 2019.  4.24 ～   4.26 3 日間 25 31,000
11 Ｗｅｂマーケティング講座 2019.  6.25 ～   6.26 2 日間 30 22,000
22 実践で学ぶ！提案営業の進め方	【営業管理シリーズ②】インターバル 2019.10.10 ～ 10.11

2019.11.  6 ～ 11.  7
4 日間 

（2 日間 ×2 回） 30 35,000
28 実践で学ぶ！新規顧客開拓の進め方	【営業管理シリーズ③】インターバル 2019.12.  4 ～ 12.  5

2020.  1.23 ～   1.24
4 日間 

（2 日間 ×2 回） 30 35,000
31 実践で学ぶ！営業計画のつくり方	 インターバル 2020.  2.  6 ～   2.  7

2020.  3.10 ～   3.11
4 日間 

（2 日間 ×2 回） 35 35,000

管理者養成 101 経営管理者養成コース　【第 23 期】 2019.  7.16 ～ 12.20 24 日間
（4日間 ×6回） 20 293,000

人
事
組
織

財
務
管
理
販
売
・

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

企
業
経
営
・
経
営
戦
略

組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

業界における経営管理者層の資質の更なる向上を図り、経営基盤の一層の強化を目指す観点から、会員
事業者の経営者・管理者等を対象に、中小企業大学校において実施される経営戦略等の講座を受講された
場合、受講料の３分の２または 3 分の１を助成します。ただし、国、自治体、他団体から受講料の 3 分の
1以上の助成を受けた場合は、3 分の 1 のみの助成となります。

●制度の対象となる講座
（１）トップのための経営戦略、経営計画等に関する講座 （２）実践的な財務管理、利益計画等に関する講座
（３）管理者のための人材育成、労務管理等に関する講座 （４）女性リーダーの能力開発等に関する講座
（５）情報化、システム構築に関する講座 （６）その他物流事業にかかわる講座
※今年度から、職場にいながら受講できる、Web研修（WEBee Campus）も助成の対象になります。

●手続きフロー

※ 1 会員からの複数の申込みも妨げませんが、申込みが多い場合は人数を調整します。（ただし、定款第５条（1）普通会
員の「イ」にあたっては、１名とします。）

※「受講申請通知書」「誓約書」「受講修了通知書」は県ト協ホームページからもダウンロードできます。
※受講修了後の助成金申請時に、中小企業大学校で記入したアンケートの（写）もご提出ください。

受講料３分の２（長期講座は3分の１）を助成します！

①別紙「受講申請通知書」、「誓約書」を提出

②受講承認通知

③講座の申込み及び受講料の納付。受講

④受講終了後、「受講修了通知書」、「受講修了証書（写）」、「振
込金受取書（写）」 、 「アンケート（写）」を添えて助成金申請

⑤助成金の支払い

会員事業者

県ト協

中小企業大学校

県ト協

情報
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入退会紹介

入会年月日 事業種別 事業者名 代表者名 所属支部 保有車両

平 成 3 1 年 3 月 1日 一 般 海翔　有限会社　 中野　正彦 鹿児島南支部
普通車 4両

小型車 1両

入　会

退会年月日 事業種別 事業者名 代表者名 所属支部 保有車両

平成3 1年 2月2 2日 一 般 川畑運送 川畑　一吉 薩摩中央支部
普通車

小型車

平成3 1年 2月2 2日 一 般 有限会社　ジョウナンライン 南　正幸 鹿児島南支部
普通車

小型車

平成3 1年 3月1 2日 一 般 株式会社　松尾運送 松尾　仁志 霧 島 支 部
普通車

小型車

退　会

情報
BOX
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平成25年度
安全性評価事業(Gマーク)事前説明会のご案内

適正化だより
平成31年（2月）巡回指導結果

巡回指導評価別結果 (平成31年2月)

20 件

10
30
30
30
0
0

%

%

%

%

%

%

A
B
C
D
E

その他
% % %

Ⅰ．事業計画等
Ⅱ．帳票類の整備等

Ⅲ．運行管理等
Ⅳ．車両管理等
Ⅴ．労基法等

Ⅵ．法定福利費
Ⅶ．運輸安全マネジメント

指導区分別(否)比率 (平成31年2月)

%%0 10 20 30 40

0.0％

5.1％

25.2％

13.8％

12.3％

0.0％

35.0％

巡回指導結果では、B 評価（適の割合：80％以上）及び C 評価（適の割合：70％以上）がそれぞれ 30％でした。
指導評価区分では「Ⅶ．運輸安全マネジメント」が 35％、「Ⅲ．運行管理等」が 25.2％の指摘率でした。
否の割合の高い指導項目は、
　運輸安全マネジメント・・・「安全に関する方針が未設定」等
　運行管理等・・・「乗務員教育における指導監督指針の 12 項目一部未実施」等

乗務員に対する指導教育について（一般的な指導及び監督の指針）
運転者に対する指導及び監督を毎年実施し、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者
を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存してください。
事業用自動車の運転者は、大型の自動車を運転したり、多様な地理的、気象的状況の下で運転したりすることから、
道路の状況その他の運行の状況に関する判断及びその状況における運転について、高度な能力が要求されます。こ
のため、貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者に対して継続的かつ 計画的に指導及び監督を行い、他の
運転者の模範となるべき運転者を育成する必要があります。そこで、貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転
者に対して行う一般的な指導及び監督は、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第 83 号）その他の法令に基づき
運転者が遵守すべき事項に関する知識のほか、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する技
能及び知識を習得させることを目的としています。

その他ご不明な点等ありましたら、トラック協会適正化事業課までお気軽にご連絡ください。
（公社）鹿児島県トラック協会 適正化事業課：TEL099-210-9498

情報
BOX
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平成 30 年 12 月現在、当県における G マーク取得事業所数は 353 事業所であり、5 両
未満を除く認定率は、31.8％です。

全国の認定率は 33.9％であり、全国平均に到達するためには、平成 32 年度に 40％ を
達成し、早期に認定率 50％に到達する必要があります。

このため支部・部会が主体的に目的意識を持って、具体的な取組みを行う必要があります。
説明会では、取得に必要なノウハウを具体的に説明しますので参加ください。

引き続き G マーク取得率アップを努力目標に掲げ、積極的に取り組んでいきましょう。

1．平成 31 年度は、認定率 36％を目標に取り組みます。（5 両未満を除く） 

平成 33 年度以降 36 年度までの 5 年間で認定率 50％を目指します。

※平成 30 年 12 月現在事業所数 1,432  （5 両以上 1,109）

2．下記の事業者については、目標年度を設定して取得に努めることとしました。

① 協会本部役員の事業所	 （平成 31 年度まで）

② 支部及び部会役員の事業所	 （平成 32 年度まで）

③ 車両数 50 両以上の事業所	 （平成 32 年度まで）

④ 支部取得率 H30 年度比 20％アップ	 （平成 33 年度まで）

⑤ 部会取得率 H29 年度比 20％アップ	 （平成 31 年度まで）

タイトルＧマーク取得対策について

Gマーク
だより 
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Gマーク
だより 
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3�．Ｇマーク取得率アップと安全意識の向上を目的とした説明会及び研修会を開催
します。

①　安全性評価事業説明会
31 年度申請のための説明会、32 年度申請に向けた説明会を地区毎に開催します。

②　随時説明会・個別相談
支部会、部会からの要請にお応えし実施します。お気軽にお知らせください。また取
得希望事業者への個別相談に対応します。

③　加点対象となる外部研修会
毎月発行するトラック情報において案内します。

安全性評価事業説明会

H31
申
請
対
象

4

月

2019 年度申請のための説明会

（安全性評価事業事前説明会）

18日（木）（鹿児島）県ト協

23日（火）（大　隅）大隅地区研修センター

24日（水）（北　薩）北薩地区研修センター

支部会、部会からの要請にお応えし
説 明 会 を 実 施 し ま す の で
お 気 軽 に お 知 ら せ く だ さ い

H32
申
請
対
象

11

月

2020 年度申請に向けた説明会

（安全性評価事業説明会）

（鹿児島）県ト協

（北　薩）北薩地区研修センター

（大　隅）大隅地区研修センター

支部会、部会からの要請にお応えし
説 明 会 を 実 施 し ま す の で
お 気 軽 に お 知 ら せ く だ さ い

Gマーク
だより 
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加点対象となる外部研修会（安全性取組の積極性５）

H31
申
請
対
象

4

5 貨物自動車ドライバー等安全運転研修

ドライビングアカデミー ONGA
マジオドライバーズスクール鹿児島校
空港自動車学校
みゆき学園　　他

6

貨物自動車ドライバー等安全運転研修 　　〃

交通労働災害防止管理者等研修会
21 日（金）（鹿児島）県ト協
26 日（水）（大　隅）研修センター

H32
申
請
対
象

7
貨物自動車ドライバー等安全運転研修

（2019.7 〜 2020.2）

ドライビングアカデミー ONGA
マジオドライバーズスクール鹿児島校
空港自動車学校
みゆき学園　　他

8

9 追突事故防止マニュアル活用セミナー
20 日（金）予定（鹿児島）県ト協
21 日（土）予定（大　隅）研修センター

10

11

過労死等防止・健康起因事故防止セミ
ナー

14 日（木）予定（北　薩）研修センター
15 日（金）予定（鹿児島）県ト協

ベストエコドライブ・コンテスト時の
「事故防止講習会」

運動技能向上センター

12

1

2

3

※日程等決まり次第、毎月発行するトラック情報において案内します。

Gマーク
だより 
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G マーク取得事業者の巡回指導評価は、未取得事業者と比較して、A、B 評価がほとんど

を占めています。

G マーク取得に向けて取り組み、巡回指導評価のレベルアップを図りましょう。

4．Ｇマークの取得推進について
H30.10.30  適正化事業対策委員会発議
H30.11.30  理事会承認

1．支部会員・部会員の、G マーク取得への取り組みを積極的に進める

2．支部・部会の役員の全員が、平成 31 年度から平成 32 年度までに取得する

3�．トラック協会の事務局としても、引き続き支部及び部会の G マーク取得については、

積極的に支援する

※	 以上について、各支部・部会において取り組むこととしました。

Gマーク
だより 
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○国土交通省が推進する「安全性優良事業所」の認定制度です。

○ G マーク事業所の事故割合は未取得事業所に比べて半分以下です。

○安全性の高いトラック運送事業者を選ぶための目安になります。

安全性優良事業所に対するインセンテイブ
・違反点数の消去（違反点数算定期間が 3 年から 2 年に短縮）

・T 点呼の導入（対面点呼がテレビカメラなどで代用可能）

・安全性優良事業所表彰	（連続 10 年以上取得している事業所）

・点呼の優遇（2 地点間を定時運行する場合の他営業所における点呼等）

・助成の優遇（全卜協が行う会員事業者に対する助成事業の優遇措置）

・その他、補助条件の緩和、保険料の割引等

Gマーク取得による効果を実感
・ドライバーにプロの模範であるという自覚が芽生え、安全意識が高まります。

・曖昧だった安全対策が明確化され、統ーした安全管理方法が根付きます。

・安全に力を入れている会社と評価され、営業活動がスムーズになります。

安全への取り組みを見える化！
Gマークを取得しましょう！

Gマーク
だより 
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G マーク取得事業者の声

取得理由
●�運送事業者は公道で仕事をしているので、他事より以上安全性（Gマーク）を優先
すべき。
●社内的に取得を進めているため。

取得したことによる効果・メリット
社員教育の充実、意識の向上
●�講習や研修に自主的に参加するようになり、安全に対して「学ぶ」という姿勢が管
理者に生まれた。
●�認定審査を事業所毎に実施しているため、安全に対する認識が各事業所の担当者ま
で浸透している。
●従業員への指導教育など、内容を充実させることができた。
●自社の安全に対する取り組みを客観的に評価できるようになった。
●関係書類の整備、輸送品質の向上につながつている。

ドライバーの意識向上
●交通事故、交通違反が減少した。
●社員の運転、荷扱が良くなった。
●�車両の手入れを良くするようになり、車への愛着が出てきて事故の抑制となっている。
●�乗務員の安全に対する意識向上が高まり、連続運転や休息時間確保の徹底ができた。
●Gマークステッカ一を貼ることによる運転者の安全運転意識の向上が図られた。

荷主へのアピール
●顧客、消費者に対して会社の安全、安心を目で見てわかるようにアピールできた。
●�運行管理に対する意識の向上が事故の削減につながり、お客様に求められる高品質
な物流が提案できるようになった。
●一部荷主から取得の有無を尋ねられ、取得している事で契約成立した。

経費の削減、優遇措置
●保険料の割引、助成金等の申請について、優遇措置がありメリットを感じた。
●安全運転研修・講習会に参加時の費用助成があるため、経費削減になっている。
●修理費が減少し、車両経費が節減された。燃費も改善した。
● IT点呼が導入できるようになった。

Gマーク
だより 
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【お問合せ先】

自動車局貨物課トラック事業適正化対策室 原中、岡田、澤

ＴＥＬ：０３-５２５３-８１１１（代表）内線４１３３４

：０３-５２５３-８５７６（直通）

ＦＡＸ：０３-５２５３-１６３７

Gマーク
だより 
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2019 年度安全性評価事業（G マーク）の事前説明会を開催します。

今回は、鹿児島地区、大隅地区、北薩地区の研修センター 3 か所で開催します。

説明会への参加を希望される方は FAX にてお申込みください。

2019 年度安全性評価事業（G マーク）事前説明会申込書

受講希望地 ①　鹿児島地区　　②　大隅地区　　③　北薩地区　　※〇で囲んでください

事業者名

営業所名

役職・氏名
※複数の場合は代表者の方をご記入ください

名出席

連絡先 TEL FAX

FAX 送信先　適正化事業課　（099 － 262 － 5500）

1．対象　・�認定取得を希望する事業者及び更新しようとする事業者及び更新事業者（軽
貨物は除く）

2．内容　・申請方法及び評価項目への対応について　　・個別相談　　等

3．開催日時及び場所
　　①鹿児島地区
　　　日時　　2019 年 4 月 18 日（木）　13：30 〜（2 時間程度）
　　　場所　　鹿児島県トラック研修センター　大講堂
　　②大隅地区
　　　日時　　2019 年 4 月 23 日（火）　13：30 〜（2 時間程度）
　　　場所　　大隅地区研修センター
　　③北薩地区
　　　日時　　2019 年 4 月 24 日（水）　13：30 〜（2 時間程度）
　　　場所　　北薩地区研修センター

4．申込方法
説明会申込書に必要事項を必ず記入の上、FAX（099-262-5500）にてお申込みく
ださい。

5．お問合せ
ご不明な点がありましたら、適正化事業課（TEL099-210-9498）までお問合せく
ださい。

タイトル2019年度安全性評価事業（Gマーク）事前説明会のご案内

Gマーク
だより 



Gマーク
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B R A N C H  A N D  G R O U P  R E P O R T

支部・部会だより
タイトル支部・部会開催状況

月　日 行事名 場　所

3 月 6 日（水） 平成 30 年度第 4 回鹿児島・種子屋久支
部役員会

鹿児島ワシントンホテル
（鹿児島市）

3 月 8 日（金） 平成 30 年度第 4 回霧島支部役員会 七八（姶良市）

3月13日（水） トラック肝属車友会役員会 さこだ荘（鹿屋市）

3月16日（土） 平成 30 年度第 3 回鹿児島南支部定例会
及び労働安全セミナー

ホテル・レクストン鹿児
島（鹿児島市）

3月18日（月） トラック北部会役員会 ふく福吉野店（鹿児島市）

3月20日（水） 平成 30 年度第 4 回薩摩中央支部役員会 薩摩の里（薩摩川内市）

3月20日（水） 鹿児島県トラック協会日置支部役員会 鹿児島県トラック研修セ
ンター（鹿児島市）

3月25日（月） トラック西支部会役員会 市場食堂（鹿児島市）

3月28日（木） トラック鹿屋支部役員会 うなぎの川豊（鹿屋市）

月　日 行事名 場　所

3 月 6 日（水） 平成 30 年度重量部会労働安全セミナー ホテル・レクストン鹿児島
（鹿児島市）

3 月 8 日（金） 平成 30 年度第 2 回女性部会定例会 鹿児島県トラック研修セ
ンター（鹿児島市）

3 月 8 日（金） 平成 30 年度第 3 回九州ブロック食料品部会 八仙閣（福岡県）

3 月 8 日（金） 平成 30 年度九州各県トラック協会食料
品部会全体交流会 八仙閣（福岡県）

3月11日（月） 平成 30 年度第 2 回飼料・畜産輸送部
会定例会

鹿児島県トラック研修セ
ンター（鹿児島市）

3月13日（水） 平成 30 年度第 2 回タンク部会役員会 なべしま与次郎本店
（鹿児島市）

3月15日（金） 平成 30 年度第 2 回セメント部会定例会 ホテル・レクストン鹿児島
（鹿児島市）

3月19日（火） 平成 30 年度セメント部会・生コンクリー
ト輸送部会合同研修会

全日本トラック協会
（東京都）

支　部

部　会
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B R A N C H  A N D  G R O U P  R E P O R T

支部・部会だより
会員の声

平成30年度第3回鹿児島南支部定例会及び労働安全セミナー

社会保険労務士「石走啓一」氏による労働基準法改正点について講
演が行われ、本年 4 月 1 日から施行される「年休管理」の具体的な
説明があり有意義な研修となりました。

平成 30 年度第 3 回鹿児島南支部定例会及び労働安全セミナー
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適正化だより資料データ資料データ
平成27年度（５月）巡回指導結果過積載違反状況　平成31年2月分　　　

資料:鹿児島県警察本部

業種では建設業が 16 件、林業が 6 件です。

30

25

20

15

10

5

【積載物・違反取締状況（H30.4 ～ H31.3）】

過積載取締り状況(件数)

年     
月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 累計

H29 7 2 2 1 1 0 5 2 9 1 2 2 34

H30 6 7 2 2 1 2 5 0 0 4 0 0 29

営業用 自家用 営業用 自家用 営業用 自家用 営業用
合計

自家用
合計

営／自
合計５割未満 ５割以上 10割未満 10 割以上

■そ の 他 1 1 0 1 0 0 1 2 3
■機 械 類 0 1 0 0 0 0 0 1 1
■コンクリート製品 0 0 0 1 0 0 0 1 1
■鋼　　材 0 0 0 1 0 0 0 1 1
■木　　材 1 3 1 3 0 1 2 7 9
■砕　　石 1 4 0 1 0 0 1 5 6
■残　　土 0 2 0 0 0 0 0 2 2
■　 砂　 0 1 0 2 0 0 0 3 3
■砂　　利 0 3 0 0 0 0 0 3 3

合　計 3 15 1 9 0 1 4 25 29

鹿児島県トラック協会に寄せられた主な苦情内容  （平成31年2月）

◉ �駐停車禁止位置に駐車をしている。
◉ �異常な速度で追い越しをされた。またその際飛び石が当たった。
◉ �1年以上前から車両持ち帰りを行っている。

1
2
3
4
5
6
7

2 月は違反がありませんでした。

【積載物・違反取締状況】

営業用 自家用 営業用 自家用 営業用 自家用 営業用
合計

自家用
合計

営／自
合計５割未満 ５割以上 10割未満 10 割以上

合　計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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平成25年度
安全性評価事業(Gマーク)事前説明会のご案内

適正化だより適正化だより資料データ資料データ

■整備管理者の業務
整備管理者は、次に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程 (整備管理規程 )を定め、これに基
づき業務をおこなわなければなりません。	 	 	 	
① 日常点検の実施方法を定めること
② 日常点検に基づき、運行の可否を決定すること
③ 定期点検を実施すること
④ 日常点検・定期点検のほか、随時必要な点検を実施すること
⑤ 日常点検・定期点検・随時必要な点検の結果、必要な整備を実施すること
⑥ 定期点検及び⑤の整備の実施計画を定めること
⑦ 点検整備記録簿その他点検及び整備に関する記録簿を管理すること
⑧ 自動車を管理すること
⑨ ①～⑧に掲げる事項を処理するため、運転者・整備員その他の者を指導し、または監督すること

平成27年度（５月）巡回指導結果

巡回指導結果では、C評価 (適の占める割合が70％以上 80％未満 )が 35％でした。
指導評価区分では「Ⅳ．車両管理等」26.0％、「Ⅲ．運行管理等」23.3％の指摘となっております。

項目では、「整備管理者研修」が66.6％、定期点検の一部未実施が29.3％と指摘率が高く、指摘が多かった理
由としては、「整備管理者の研修未受講」、「3か月点検一部未実施」・「点検記録簿一部保存なし」が挙げられます。

整備管理者に選任されている方は、2年に一回の研修受講をお願いします。

■定期点検の実施
定期点検整備計画 (実施 ) 表等を作成し、計画的に定期点検を実施します。
実施した時には、その旨及び実施者等を記入し、実施状況を把握します。(電子的に管理すること
も可能 )
また、自動車の使用者は、定期点検記録簿を自動車に備え置き、定期点検整備を実施した時は、
点検の年月日、点検結果等を定期点記録簿に記載し、1年間保存しなければなりません。なおそ
の写しを営業所にも保存するようにしてください。
定期点検の実施は、点検基準にそって実施しますが、分解整備を行わなければ点検できない箇所や、
点検の結果により分解整備が必要となる場合があります。
◯自動車運送事業者が、認証 (※ 1) を受けずに自社車両の分解整備を行うことはできません。
◯分解整備に該当する作業を行う場合は、地方運輸局長の認証を受けた整備工場等で実施してくだ
さい。
※1　道路運送車両法第78条（認証）
自動車分解整備事業を経営しようとするものは、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を
行う事業場ごとに地方運輸局長の認証を受けなければならない。
分解整備となる主な作業例
●原動機（エンジン脱着）
●動力伝達措置（ドライブシャフト、プロペラシャフト脱着）
●緩衝装置（リーフスプリング脱着）
●かじ取り装置（タイロッドエンド脱着）
●制動装置（ディスクキャリパ、ブレーキドラムの取り外し）
●走行装置（ロアアーム脱着）

平成27年度（５月）巡回指導結果鹿児島県内における交通事故の発生状況

２　地域別・事故形態別の交通事故発生状況

１　平成30年2月末現在の交通事故発生状況

発生件数 死者数 傷者数
平成 31 年 721 ６ 814
平成 30 年 977 13 1,146

増 減 － 256 －７ － 332

発生件数 死者数 傷者数
平成 31 年 13 １ 16
平成 30 年 15 ０ 18

増 減 －２ ＋１ －２

県内の交通事故状況

※発生件数、死者数、傷者数とも大幅に減少！ ※左折時に横断歩行者を轢く死亡事故が発生！

営業用貨物自動車の交通事故状況
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339

657
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99

222
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事故類型別発生件数

ブロック別死者数状況

事故類型別死者数

31年

路上通行中
横断歩道横断
その他横断

その他
正面衝突

追突
出会い頭
追越追抜時

左折時
右折時

すれ違い時
その他

工作物衝突
駐車車両衝突

路外逸脱
転倒

その他

鹿　児　島

南　　　薩

北　　　薩

姶良・伊佐

曽於・肝属

熊　　　毛

大　　　島

高 速 道 路

人
対
車
両

車
両
相
互

車
両
単
独

30年

路上通行中
路上横断中
路上作業中
路上停止中
路上横臥
その他
正面衝突
追突

出会い頭
追越追抜時
左折時
右折時
その他

工作物衝突
駐車車両衝突
路外逸脱
転倒
その他

人
対
車
両

車
両
相
互

車
両
単
独

ブロック（警察署管轄）別人身・物損事故発生状況

鹿児島

南薩

北薩

伊佐・姶良

曽於・肝属

熊毛

大島

高速道路

（鹿児島ブロックとは、鹿児島市内３警察署、日置警察署）
物損事故
人身事故
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資料データ資料データ
軽油価格調査報告

（平成31年1月分　資料:全日本トラック協会）

●単純集計表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
スタンド平均 ローリー平均 カード平均

104.37 93.46 100.88 

●元売別集計表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
元売名 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

J X 日 鉱 日 石 104.86 92.33 103.31 

出 光 104.65 92.72 101.84 

昭 和 シ ェ ル 104.44 93.38 98.87 

エクソンモービル

キ グ ナ ス

コ ス モ 103.89 91.10 96.10 

そ の 他 103.18 96.79 100.50 

●月間購入量別集計表　
月額購入量 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30キロリットル未満 104.84 92.82 101.58 

30～50キロリットル未満 103.31 96.17 93.10 

50～100キロリットル未満 95.00 93.45 94.10 

100キロリットル以上 91.93 95.80 

●支払期限別集計表　
スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30日未満 103.62 97.59 99.59 

30～60日未満 105.02 92.69 101.56 

60日以上 103.43 92.88 101.20 

●軽油価格推移表　

地区:九州/県（沖縄除）: 全県

地区:九州/県（沖縄除）: 全県

地区:九州/県（沖縄除）: 全県

地区:九州/県（沖縄除）: 全県

※上記価格には消費税が含まれておりません。

90

100

110

120

130

平成 31 年 1 月平成 30 年 12 月平成 30 年 11 月平成 30 年 10 月平成 30 年 9 月平成 30 年 8 月

スタンド平均 ローリー平均 カード平均

103.06 
106.16

 

110.18

 104.63 

96.85

 
93.46

 

107.87 111.29 

114.95

 110.89 
103.88

 
100.88

 

111.87 112.54 

118.16

 
113.69

 
106.90

 

104.37
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資料データ資料データ 平成31年3月
協会の動き

◆ 3月 1日（金）●新入学児童への交通安全教材贈呈（伊佐市教育委員会）
●新入学児童への交通安全教材贈呈（枕崎市教育委員会）
●新入学児童への交通安全教材贈呈（南さつま市教育委員会）
●新入学児童への交通安全教材贈呈（南九州市教育委員会）
●平成 31 年度助成事業等に係る実務担当者会議
●全国適正化事業部（課）長業務連絡会議【西ブロック】

◆ 3月 3日（日）●第 2回運行管理者試験
◆ 3月 4日（月）●新入学児童への交通安全教材贈呈（指宿市教育委員会）

●新入学児童への交通安全教材贈呈（薩摩川内市教育委員会）
●新入学児童への交通安全教材贈呈（さつま町教育委員会）

◆ 3月 5日（火）●新入学児童への交通安全教材贈呈（神村学園・いちき串木野市教育委員会）
●新入学児童への交通安全教材贈呈（大崎町教育委員会）
●陸災防労働災害防止推進委員会

◆ 3月 6日（水）●第 3回労働災害防止団体等連絡協議会
●大規模災害に備えた衛星携帯電話による通信訓練
●第 8回正副会長会
●全ト協第 12 回経営改善・情報化委員会
●荷主とトラック運送事業者のための長時間労働対策セミナー
●第 4回鹿児島・種子屋久支部役員会
●重量部会労働安全セミナー

◆ 3月 7日（木）●全ト協第 179 回理事会
●第 13 回全国適正化事業実施機関本部長会議
●全ト政連春季懇親パーティー

◆ 3月 8日（金）●新入学児童への交通安全教材贈呈（霧島市教育委員会）
●第 2回女性部会定例会
●第 3回九州ブロック食料品部会
●九州各県トラック協会食料品部会全体交流会
●第 4回霧島支部役員会

◆ 3月 11 日（月）●新入学児童への交通安全教材贈呈（志布志市教育委員会）
●第 2回飼料・畜産輸送部会定例会
●交通死亡事故発生に伴う現場診断（姶良市）

◆ 3月 12 日（火）●第 9 回正副会長会及び第 4回総務委員会合同会議
●商工中金鹿児島支店懇親会

◆ 3月 13 日（水）●第 24 回適正化事業評議委員会
●第 2回タンク部会役員会
●鹿児島県貨物自動車運送適正化事業連絡会議
●適正化事業幹事会

◆ 3月 14 日（木）●九ト協第 6回九州ブロック専務理事業務連絡会議
●九ト協第 3回理事会

◆ 3月 15 日（金）●第 2 回セメント部会定例会
●全ト協輸送事業部関連（引越）会議
●鹿児島県防災会議

◆ 3月 16 日（土）●第 3 回鹿児島南支部定例会及び労働安全セミナー
◆ 3月 18 日（月）●第 2 回鹿児島県交通渋滞対策協議会

●新入学児童への交通安全教材贈呈（鹿児島市教育委員会）
◆ 3月 19 日（火）●全ト協セメント部会・生コンクリート輸送部会合同研修会
◆ 3月 20 日（水）●新たな外国人材受入れ制度説明会

●陸災防第 4回理事会
●第 5回理事会
●新入学児童への交通安全教材贈呈（鹿児島県教育委員会）
●第 4回薩摩中央支部役員会

◆ 3月 25 日（月）●新入学児童への交通安全教材贈呈（姶良市教育委員会）
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協会の行事予定

平成31年4月
◆ 4月 3日（水）● 第 1回食料品部会役員会

◆ 4月 4日（木）● 第 1回セフティ会役員会

◆ 4月 5日（金）● 貨物自動車運送事業安全性評価事業に係る事前説明会（西ブロック）（〜 6日）
● 第 1 回薩摩南支部役員会
● 鹿児島県総合防災訓練に係る第 2回打合せ会
● 燃料高騰特別対策委員会
● 正副会長会・支部長・部会長合同会議

◆ 4月 9日（火）● 第 1回霧島支部役員会
● 第 1回環境部会役員会

◆ 4月 10 日（水）● 鹿児島県陸運関係自動車事故防止推進協議会代表者委員会

◆ 4月 11 日（木）● 第１回セメント部会役員会
● 全ト協全国専務理事業務連絡会議
● 第 1回薩摩北支部役員会
● 第 1回重量部会役員会

◆ 4月 12 日（金）● 第 1 回薩摩中央支部定例会
● 第 1回飼料・畜産輸送部会役員会

◆ 4月 16 日（火）● 新規採用職員研修（〜 19 日）

◆ 4月 17 日（水）● 第 1 回九州各県青年部会長会議
● 九州地区運輸青年部連絡協議会第 1回役員会

◆ 4月 18 日（木）● 陸災防補助事業事務担当者事前調整会議
● 全ト協重量部会「常任委員会」
● 安全性評価事業説明会（鹿児島地区）

◆ 4月 19 日（金）● 陸災防全国支部事務局長会議・事務担当者会議
● 鹿児島県経営者協会定時総会

◆ 4月 20 日（土）● 第 1 回薩摩北支部定例会

◆ 4月 22 日（月）● 鹿児島県交通安全県民運動推進協議会常任委員会
● 鹿児島県霊柩自動車協会定期総会

◆ 4月 23 日（火）● 労働災害防止団体等代表者会議
● 安全性評価事業説明会（大隅地区）
● 労働災害防止団体等連絡協議会（第 1回）

◆ 4月 24 日（水）● 地球環境を守るかごしま県民運動推進会議幹事会
● 安全性評価事業説明会（北薩地区）
● 第 1回タンク部会定例会
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鹿児島県トラック協会年間行事予定表
行事予定だより（2019〜 2020年）

開催月 開催日 行事名 開催場所

2019 年

4月

18 日（木）2019 年度安全性評価事業（Gマーク）事前説明会 鹿児島県トラック研修センター

23 日（火）2019 年度安全性評価事業（Gマーク）事前説明会 大隅地区研修センター

24 日（水）2019 年度安全性評価事業（Gマーク）事前説明会 北薩地区研修センター

5月
13 日（月）第 26 回高齢者ふれあいトラック交通安全教室 指宿中央自動車学校

6月
12 日（水）平成 31 年度定時社員総会 鹿児島サンロイヤルホテル

21 日（金）交通労働災害防止担当管理者等研修会 鹿児島県トラック研修センター

26 日（水）交通労働災害防止担当管理者等研修会 大隅地区研修センター

7月
7 日（日） 第 37回トラックドライバー・コンテスト鹿児島県大会 鹿児島県トラック研修センター

21 日（日）第 34回フォークリフト運転競技鹿児島県大会 マジオワークライセンススクール鹿児島校

8月

9月
20 日（金）追突事故防止マニュアル活用セミナー 鹿児島県トラック研修センター

21 日（土）追突事故防止マニュアル活用セミナー 大隅地区研修センター

未定 引越基本講習・引越管理者講習 未定

10月
2 日（水） 第 24 回全国トラック運送事業者大会 幕張メッセ（千葉県）

26日（土）〜28日（月）第 51 回全国トラックドライバー・コンテスト大会 安全運転中央研修所（茨城県）

上旬〜中旬「トラックの日」フェスティバル 2019 未定

11月
9 日（土） 第 15 回ベストエコドライブ・コンテスト 運転技能向上センター

14 日（木）過労死等防止・健康起因事故防止セミナー 北薩地区研修センター

15 日（金）過労死等防止・健康起因事故防止セミナー 鹿児島県トラック研修センター

未定 平成 32 年度申請に向けた説明会（安全性評価事業説明会）鹿児島、北薩、大隅

12月
2020 年

1月
未定 県ト協主催時事講演会（1〜 2月） 未定

2月
未定 リーダー研修会 鹿児島県トラック研修センター

3月
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Land Transportation Safety & Health Association

陸災防情報陸災防情報

　　　　　　　　　　　　　

当協会では、本年度も、陸運業で働く人々の安全と健康を守り、労働災害の防止に取り
組んでいくことを呼びかける「安全衛生標語」を募集します。

入選作品は 2019 年 11 月 7 日（木）第 55 回全国陸上貨物運送事業労働災害防止大
会において顕彰するとともに、広報紙「陸運と安全衛生」で公表します。

また、当協会の安全ポスターのスローガンに用いる他、企業・事業場で広く活用します。
多くの皆様のご応募をお願いします。

主催
陸上貨物運送事業労働災害防止協会

標語のテーマ
次の 3 部門について、陸運業で働く人々の安全と健康を守り、労働災害の防止に取り

組んでいくことを、具体的かつ簡明な表現で、呼びかけるもの
⑴「荷役」部門………荷役作業における労働災害の防止を呼びかけるもの
⑵「交通」部門………交通労働災害の防止を呼びかけるもの
⑶「健康」部門………健康の確保・増進を呼びかけるもの

応募の資格
次のいずれかに該当する方（家族の方を含みます。）
⑴　当協会の会員事業場の役員・従業員である方
⑵　�当協会の労働災害防止活動にご理解・ご支援をいただいている企業、団体、事業場

等の役員・従業員である方
⑶　当協会支部の役職員の方

応募の方法
⑴　作品は、自作で、未発表のものに限ります。

1 部門の作品数は、お一人につき、3 点以内としてください。
⑵　�応募用紙は、当協会のホームページからダウンロードできます。応募用紙は、「個

人用」と「事業場一括応募用」の 2 種類があります。複数の人で応募される場合には、
「事業場一括応募用」の用紙を用いてください。

募集の締切
平成 31 年 4 月 30 日（火）（消印有効）

◆応募・お問合せ◆　陸上貨物運送事業労働災害防止協会
	 TEL:03-3455-3857　FAX:03-34537561
	 E-mail:h31hyougo@rikusai.or.jp

詳細は、陸災防協会ホームページでご確認ください。

平成 31 年度「安全衛生標語」募集のご案内

平成31年度「安全衛生標語」募集のご案内
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荷役災害等における安全対策の適切な実施のため、厚生労働省と独立行政法人労働者健
康安全機構労働安全衛生総合研究所において作成されました。災害パターン別の労働災害
防止対策について掲載されています。

労働安全衛生総合研究所ホームページからダウンロードできますので、ご活用ください。

厚生労働省冊子「重大な労働災害を防ぐためには」のご案内
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日　時：平成 31 年 3 月 20 日（水）
場　所：鹿児島県トラック研修センター
参加者：6 名

理事 5 名、監事 1 名が出席し、下記事項について協議・報告しました。

（協議事項）
・平成 30 年度補正予算（案）ついて
・平成 31 年度事業計画（案）ついて
・平成 31 年度収支予算（案）ついて
・第 34 回フォークリフト運転競技鹿

児島県大会実施要綱（案）ついて
・労働災害防止推進委員の委嘱につい

て

上記事項は全て、出席理事全員一致
で承認されました。

日　時：平成 31 年 3 月 5 日（火）
場　所：鹿児島県トラック研修センター
参加者：6 名

委員 6 名が出席し、下記事項について協議・報告しました。

（協議事項）
・平成 31 年度事業計画（案）に

ついて
・平成 31 年度収支予算（案）に

ついて
・委員の再任について

上記事項について協議し、次回
理事会に提出することとなりまし
た。

平成30年度第４回陸災防鹿児島県支部理事会

労働災害防止推進委員会
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県内の死傷災害形態別発生状況（2019 年累計）

鹿児島県内における労働災害の発生状況

陸上貨物運送事業月別死傷災害発生状況（2019 年 2 月分）

過去5年間平均2019年 2018年
（2017年まで）
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1月は前年同期に1件増加！
2月は死傷災害ゼロを目指しましょう！

県内業種別死傷災害発生状況（2019 年 2 月分）
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陸上貨物運送事業では、
墜落・転落が最も多い！
高所での作業時は緊張感を持ちましょう！

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
墜落・転落

転倒
激突

飛来・落下
崩壊・倒壊
激突され

はさまれ・巻き込まれ
切れ・こすれ
踏み抜き

高温・低温の者との接触
交通事故（道路）

動作の反動・無理な動作
その他 0

2
1

0
0
0

1
0

2
0
0

3
9

陸
上
貨
物
運
送
事
業

1

2

3

4

5

9

3

2

2

1

50.0%

16.7%

11.1%

11.1%

5.6%

墜落・転落

転倒

崩壊・倒壊

はさまれ・巻き込まれ

動作の反動・無理な動作
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Community
Plaza編集部

コミュニティ広場
［みんなのお知らせ掲示板］

K a g o s h i m a  t r u c k  i n f o r m a t i o n

E-mail アドレスkentora@kta.jpまで

住所・営業所名・氏名（ペンネーム可）

送り先

　株式会社川路建設（大隅北支部）さんのペットをご紹
介します。会社の癒し担当である「にゃん太」（雄）は、
2年半前には迷い猫の子猫でした。

　来た時から人懐っこく何より車が大好きな猫で、「にゃ
ん太」と名付けられました。真っ黒な体に、胸元のワン
ポイントの白が可愛い「にゃん太」。車のドアが開いて
いると、すぐに飛び乗って来ます。写真のとおり、大型
車両のステップもぴょんぴょんと自分で登り、くつろい
でいてご満悦の様子（笑）

　今では、疲れて帰って来たドライバーさんの癒しとし
て、みんなからかわいがられています。

株式会社川路建設さんの癒し担当
「にゃん太」のご紹介でした。

自慢したい
ペットのご紹介

No.477
42019

SPRING
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平成 31 年 4 月 1 日より県ト協事務局の土曜業務日が変更となりますのでお知らせし
ます。

毎週土曜日（祝日・休日を除く）業務　8時30分〜17時 30分
↓

第1, 第 3土曜日（祝日・休日を除く）業務　8時30分〜17時 30分
※第2, 第 4, 第 5の土曜日は休業日となります。

・NASVA の適性診断は、従来どおり第 1, 第 3 土曜日に受診できます。
・研修センターの利用は、全ての土曜日（祝日・休日を含む）で可能ですが、第 1，第 3 土曜日の優先利用をお願いします。

土曜日業務の変更のお知らせ



～協会からのメッセージ～

船は港、列車は駅、飛行機も空港という「場所」に
運ぶことはできるでしょう。しかしトラックは、「ひ
と」に届ける事ができる、唯一の存在なのです。運
ぶことと届けることは、似ているようで少しちが
う。あなたという人に届けるために困難を乗り越
えてがんばっている。それがトラックです。

トラックは、あなた。
あなたという人に届けるために

がんばっている、
それがトラックです。

●ご回覧をお願いします。

発　行／公益社団法人 鹿児島県トラック協会
　　　　鹿児島市谷山港二丁目4-15

　　　　〒891-0131

　　　　☎099-261-1167
U R L ／ http://www.kta.jp
E-mail ／ kentora@kta.jp
印　刷／渕上印刷株式会社

主　な　内　容

http://www.kta.jp
〒891-0131 鹿児島市谷山港二丁目4-15 ☎099-261-1167  E-mail / kentora@kta.jp

Kagoshima truck information

お知らせ掲示板
商法の改正に伴う標準貨物自動車運送約款

等の改正のお知らせ
標準引越運送約款の改正のお知らせ など

情報ボックス
トラック関与の交通死亡事故連続発生！
近代化基金融資公募のご案内
中小企業大学校受講促進制度のご案内 など

巻頭
（公社）鹿児島県トラック協会平成31年度事業

計画重点事項
平成31年度助成事業のご案内

TOPICS
平成30年度第4回人財・広報特別委員会
平成30年度第8回正副会長会
 など

「せんすいかんトラック」 平成30年度「夢のあるトラック」絵画コンクール　1年生部門最優秀賞　霧島市立天降川小学校　金丸 めいかさん


